
 

 

別 紙 

 

導入促進基本計画 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

①産業構造 

本市の平成 28年の事業所数は 19,132事業所となっており、産業別構成比をみ

ると、第３次産業が８割を超えています。産業大分類別にみると、「卸売業、小売

業」が 24.4％と最も高く、次いで「宿泊業、飲食サービス業」、「不動産業、物品

賃貸業」及び「建設業」等となっています（図表 1、図表 2）。 

    従業者数は 183,710人となっており、産業別構成比をみると第３次産業が約８

割となっています。産業大分類別にみると、「卸売業、小売業」が 21.1％と最も

高く、次いで「医療、福祉」、「製造業」、「宿泊業、飲食サービス業」等となって

います（図表 1、図表 3）。 

 

図表 1 産業別事業所数・従業者数 

      （資料）総務省統計局「H28 経済センサス活動調査」 

 

 

 

 

実数 構成比 実数 構成比
117 0.6% 1,935 1.1%

農林水産業 117 0.6% 1,935 1.1%
第２次産業 3,073 16.1% 35,898 19.5%

鉱業、採石業、砂利採取業 4 0.0% 45 0.0%
建設業 1,979 10.3% 14,514 7.9%
製造業 1,090 5.7% 21,339 11.6%

第３次産業 15,942 83.3% 145,877 79.4%
電気・ガス・熱供給・水道業 22 0.1% 1,244 0.7%
情報通信業 264 1.4% 5,680 3.1%
運輸業、郵便業 353 1.8% 9,932 5.4%
卸売業、小売業 4,685 24.5% 38,819 21.1%
金融業、保険業 362 1.9% 6,621 3.6%
不動産業、物品賃貸業 1,979 10.3% 5,270 2.9%
学術研究、専門・技術サービス業 913 4.8% 5,501 3.0%
宿泊業、飲食サービス業 2,167 11.3% 16,593 9.0%
生活関連サービス業、娯楽業 1,493 7.8% 7,441 4.1%
教育、学習支援業 580 3.0% 4,615 2.5%
医療、福祉 1,480 7.7% 26,675 14.5%
複合サービス事業 139 0.7% 2,412 1.3%
サービス業（他に分類されないもの） 1,505 7.9% 15,074 8.2%

全産業 19,132 100.0% 183,710 100.0%

産業大分類
事業所数 従業者数

第１次産業



 

 

図表 ２ 産業別事業所数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）総務省統計局「H28 経済センサス活動調査」 

 

図表 ３ 産業別従業者数 

（資料）総務省統計局「H28 経済センサス活動調査」 

 



 

 

（資料）総務省統計局「H28 経済センサス基礎調査」より長野市商工労働課独自推計 
（注１）この表における中小企業者の定義は、推計に当たり、長野市商工労働課で独自設定したもの。 
（注２）農林漁業に属する個人経営の事業所、家事サービス業、外国公務に属する事業所を除く。 

②中小企業者の現状 

   中小企業等経営強化法による定義（従業者数要件のみ適用）に準じて、本市の

平成 28 年の中小企業者の規模を推計すると、事業所全体の 99.1％が中小企業者

に当たります。また、これらの中小企業者の従業者数は、全体の 79.6％となり、

市内の産業において中小企業者の占める割合が高いことが分かります（図表 4）。 

 

図表 4 中小企業者の事業所数・従業者数の推計（「公務（他に分類されるものを除く）」を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総数
うち

中小企業
中小企業
の割合

総数
うち

中小企業
中小企業
の割合

農林水産業 117 117 100.0% 1,935 1,935 100.0% 300人未満
鉱業、採石業、砂利採取業 4 4 100.0% 45 45 100.0% 300人未満
建設業 1,979 1,978 99.9% 14,514 14,200 97.8% 300人未満

製造業 1,090 1,080 99.1% 21,339 15,489 72.6%

ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タ
イヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベ
ルト製造業を除く。）：900人未満
その他：300人未満

電気・ガス・熱供給・水道業 22 21 95.5% 1,244 792 63.7% 300人未満

情報通信業 264 259 98.1% 5,680 5,058 89.0%

放送業、情報サービス業（ソフトウェア業、
情報処理サービス業を除く）、映像・音声・
文字情報制作業（管理，補助的経済活動
を行う事業所、新聞業、出版業を除く）：
100人未満
その他：300人未満

運輸業、郵便業 353 350 99.2% 9,932 8,561 86.2% 300人未満

卸売業、小売業 4,685 4,612 98.4% 38,819 31,275 80.6%
卸売業：100人未満
小売業：50人未満

金融業、保険業 362 361 99.7% 6,621 5,745 86.8% 300人未満

不動産業、物品賃貸業 1,979 1,978 99.9% 5,270 5,120 97.2%
駐車場業、物品賃貸業：100人未満
その他：300人未満

学術研究、専門・技術サービス業 913 912 99.9% 5,501 5,232 95.1% 100人未満

宿泊業、飲食サービス業 2,167 2,147 99.1% 16,593 14,021 84.5%
宿泊業（旅館、ホテルを除く）：100人未満
旅館、ホテル：200人未満
その他：50人未満

生活関連サービス業、娯楽業 1,493 1,491 99.9% 7,441 7,131 95.8%
旅行業：300人未満
その他：100人未満

教育、学習支援業 580 577 99.5% 4,615 3,912 84.8% 100人未満
医療、福祉 1,480 1,451 98.0% 26,675 16,741 62.8% 100人未満
複合サービス事業 139 135 97.1% 2,412 930 38.6% 100人未満
サービス業（他に分類されないもの） 1,505 1,480 98.3% 15,074 10,030 66.5% 100人未満

総計 19,132 18,953 99.1% 183,710 146,217 79.6%

事業所数（箇所） 従業者数（人）
産業大分類

この表における
中小企業の定義

※従業者数により区分



 

 

③労働生産性の現状 

   事業所数、従業者数とも最も多い「卸売業、小売業」について、年間商品販売

額と従業者数の全体的な推移をみると、平成 6（1996）年と比べて、年間商品販

売額は約６割、従業者１人当たり年間商品販売額は約７割であり、いずれも減少

傾向にあります（図表 5）。 

 

図表 5 卸売業・小売業の年間商品販売額及び従業者数の推移 

 

また、本市製造業の製造品出荷額等の推移をみると、平成 22(2010)年から令和

元(2019)年で約 36%増加しています。 

令和元(2019)年における、全国と比較した産業中分類別の粗付加価値額の特化

係数をみると、「情報通信機械器具」、「電子部品・デバイス・電子回路」、「印刷・

同関連業」、「食料品」等の 8 産業で 1.0 を上回っており、本市の製造業はこれ

らに特化した産業構造であることがわかります。 

同年における労働生産性（従業者 1 人当たりの粗付加価値額）を産業中分類別

にみると、20産業中 14 産業で全国を下回っています。（図表 6、図表 7）。 

   

図表 6 産業中分類別製造品出荷額等の推移 

 

 

 

 

 

 



 

 

図表 7 製造業の特化係数（粗付加価値額構成比）・労働生産性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のデータから、事業所数、従業者数とも最も多い卸売業・小売業の年間商品

販売額と従業者数は減少傾向にあり、少子高齢化や人手不足等の事業環境を考慮す

ると、従業者数の減少傾向が続く中でも生産性を高めることが、本市の卸売業・小

売業にとって重要といえます。 

 また、製造業の労働生産性について、本市の強みといえる製造品出荷額等の上位

６業種をみると、電子部品、食料品、生産用機械器具、金属製品は全国を上回って

いますが、情報通信機械器具、印刷・同関連業は全国を下回っています。労働生産

性の高い業種については、さらに生産性を高めることによって強みを伸ばすことが

重要です。また、労働生産性の低い業種についても、生産性を高めることでさらに

本市の強みとしての存在を高めることが期待できます。 

 

 

（２）目標 

 中小企業等経営強化法第 49 条第１項に基づく先端設備等導入計画の目標認定件

数を 100件とします。なお、認定件数の目標値は、国が同意した日から２年間の件

数とします。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

 本市では、市内産業の多くを占める中小企業者において生産性の高い設備への更

新を促すことで、労働生産性の向上を図ることとし、先端設備等導入計画を認定し

た事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に関する基本方針に定めるものをい

う。）が年平均３％以上向上することを目標とします。 

 

 

 



 

 

２ 先端設備等の種類 

 本市には多様な産業の事業所が存在することから、本計画において対象となる先

端設備等は、中小企業等経営強化法施行規則第７条第１項に定める先端設備等の全

てとします。 

 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

 市内全域の中小事業者の振興を図る必要があることから、本計画の対象地域は、

本市の全域を対象とします。 

 

（２）対象業種・事業 

  本市の事業所数の構成比をみると、多様な産業の事業所が存在することから、

本計画の対象業種・事業は、全ての業種・事業とします。 

 

 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

  本計画の計画期間は、国の同意日から２年間とします。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

  先端設備等導入計画の計画期間は、３年間、４年間または５年間とします。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

 先端設備等の導入の促進に当たって、配慮すべき事項は次のとおりです。 

・人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象から除くことに

より、雇用の安定に配慮します。 

・公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められる者を先端設備等

導入計画の認定の対象から除くことにより、健全な地域経済の発展に配慮しま

す。 

・市税を滞納している者を先端設備等導入計画の認定の対象から除くことにより、

市税負担の公平性を確保します。 

 

 

（備考） 

  用紙の大きさは日本産業規格Ａ４とする。 

 


